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2008 年 1 月 12 日 学習･討論会 

 

全国公私立を巻き込む２０１０年大学大再編は何を目論んでいるのか 

 

基調報告 
 

首都圏ネット事務局 藤本光一郎 

 

 

教育再生会議の第二次報告などに述べられているように，2010 年からの国立大学法

人の第二期中期目標期間を前にして「選択と集中」をキーワードに，競争的な運営費

交付金配分ルールの導入や，学長専決による運営体制作り，大胆な再編や統合などが

検討課題となっています．法人化の進んだ公立大学や私立大学を巻き込んだ形で行わ

れる可能性もあり，日本の高等教育は大きな岐路に立っていると言っても過言ではあ

りません．政府，財界や文科省などは，どのような高等教育の将来像を持っているの

か，現在様々な分野で進められている「改革」をもとに，大きな構図を描いてみる必

要があると思います． 
  

  

１．はじめに  2010 年大学大再編 

 

 2004－2009 年 国立大学法人第一期中期目標期間 

 

 2006－2007 年における大きな変化 

   教育基本法改悪・・・私学まで含めて高等教育を取り込む 

   行政改革・規制改革関連・・・人件費抑制 市場化テスト 

   財界や政府系会議における多数の高等教育，研究開発に関する提言・報告 

     選択と集中 競争主義的資金配分 トップダウンマネージメント 

     再編統合 

   私立大学・公立大学の動き 

   独立行政法人の統廃合の動き 

 

 2008 年度までの実績評価 ⇒ 第二期に大きく影響 

   教育研究の評価に相対評価が導入 

 

 2008 年度から次期中期目標・中期計画の検討開始 

  

  

2010-2016 年の国立大学第二期中期目標期間における大学大再編のシナリオは？ 
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２．大学改革の大きな方向性  研究と教育の機能分化・再編集約化がキーワード 
 

資料１ 財務省提出資料（経済財政諮問会議 2007.4.17） 
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３．大学財政 
 

資料２   運営費交付金をめぐる基本問題 

 

１．はじめに：教員１人あたり使用可能校費・運営費交付金の激減 

２．周到に準備された国立大学法人法下の大学財政 

（１）法人化への地ならし 

１）積算校費制から基盤校費制へ 

２）学長裁量経費 

３）副学長の新・増設と運営諮問会議 

（２）国立学校特別会計の廃止 

（３）総額決定・効率化係数による逓減方式の導入 

（４）ＣＯＥ、ＧＰの意味するもの 

（５）競争的配分方式へ 

３．科研費等の現状 

４．外部資金の現状 

５．大学大再編・統廃合への方策整備 

６．対置すべき提案の基軸 

 

《基本文献》 

国大協関係 

「国立大学の財政の現状と問題点」（第６常置委員会：１９７８年）《Ａ》 

「国立大学財政基盤の現状と改善」（第６常置委員会：１９９２年）《Ｂ》 

 

国立大学財務・経営センター 

「国立大学における資金の獲得・配分・利用状況に関する総合的研究」（センター研究報告Ｎｏ．

９：２００５年）《Ｃ》 

「国立大学法人の財務・経営の実態に関する全国調査（中間報告書）」（センター研究部：２００

６年）《Ｄ》 

同 （中間報告書：別冊、自由回答の抜粋）（同）《Ｅ》 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

１． はじめに：教員１人あたり使用可能校費・運営費交付金の激減 

 

［データ１］1990年度（単位万円）：出典＝《Ｂ》 
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［データ２］ 2004 年度  新潟大学の例：出典＝新潟大学教職員組合（第１回ＰＥ 

http://www.shutoken-net.jp/2004/12/041208ps11.pdf） 

   実験系：49.5 万円 

   非実験系：23.1 万円 

 
 

［データ３］2001～2006年度 A大学理学部の例：出典＝07年度８大学理学部長会議資料による 

 
  

この金額は学科配分時なので学科・講座との共通経費を引くと教員一人あたりはその半分近くと

なる。教員数は８５名と言われているので、使用可能校費・運営費交付金は、2001 年度=51万円、

2002=32 万円、2003=41 万円、2004=28 万円、2005=11 万円、2006=16 万円と推定される。同学部

は総合大学院を持っているので、実質総額はこの倍程度となる。ただし、大学院の予算推移も同

傾向であろう。 

 

◎理系の実験系を例にとると、教員が研究費として用いることのできた校費は 1990 年の 100万円

から法人化時には 50万円程度、法人化２年後には 30万円程度まで減っているのではないか。 

 

 

 

 

２．周到に準備された国立大学法人法下の大学財政 

（１）法人化への地ならし：文献《Ｃ》の第１１章 

 

１）積算校費制から基盤校費制へ 

2000年に移行。積み上げ型＝ボトムアップ型の予算配分から、予算の一括配分を受けた本

部・執行部が独自に配分基準・額を決めることが可能となるトップダウン型へ根本的かつ原

理的転換。 

 

 

 

http://www.shutoken-net.jp/2004/12/041208ps11.pdf
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２）学長裁量経費：《Ｃ》の第７章 

［データ４］ 

 
 

３）副学長の新・増設と運営諮問会議 2000年から 

 

（２）国立学校特別会計の廃止 

・1964年、他の事業特別会計とは異なり、独立採算を目的とせず、国立大学に相応しい弾力的な

運営が期待されて発足。文献《Ａ》中の「国大協会長意見書」（64.1.23）ならびに「文部事務次

官と大蔵省主計局長との間の覚書」（64年通常国会での法案審議中に交換）、ならびに国立学校特

別会計制度協議会（国大協・文部省それぞれ２０名以内で構成）を参照。 

 

・一般会計からの繰り入れ減尐、独立採算的色彩の強化等の問題点（文献《Ａ》、《Ｂ》）あったが、

国立大学財政を全体として維持する基軸として機能。 

 

・法人化とともに廃止。 

 

（３）総額決定・効率化係数による逓減方式の導入：2005年度から適用 

人件費への行革推進法適用：2006年度から 

 

（４）ＣＯＥ、ＧＰの意味するもの 

「個々の教員・研究者ではなく、大学内の組織を対象に、競争的に配分される２１世紀ＣＯＥプ

ログラムの出現は外部資金獲得に向けた大学としての全学的取り組みを一気に制度化」「執行部を

中心としたトップダウン方式の申請書作成」（《Ｃ》１１章） 

 

（５）競争的配分方式へ 

 

３．科研費等の現状 

［データ５］予算額の推移 JSPS のＨＰ 

年度 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年

予算額
（億円）

736 824 924 1,018 1,122 1,179 1,314 1,419 1,580 1,703 1,765 1,830 1,880 1,895 1,913

前年度伸
び率（％）

13.9 12 12.1 10.2 10.2 5.1 11.5 8 11.3 7.8 3.6 3.7 2.7 0.8 0.9

※指数 1 1.11 1.2 1.24 1.29 1.32 1.34 1.35
 

     ここ２年はほぼ横ばい 
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［データ６］ 2006年度の科研費の配分状況一覧  JSPSのＨＰ 

 
個人もしくは尐数の研究者を基礎とする公募形式の占める割合は約 70％。文科省審査の「特別推進」、

「特定領域」と推薦制の「学術創成」で 30％（これらは政策誘導型というべきもの：データ８参照）。

政策誘導型の占める割合の推移は未調査（データ６相当を過去に遡って調べる必要）。 
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［データ７］科研費の採択率（新規分） JSPSのＨＰ 

                採択率は１０年程度のスパンで見ると逓減。 

 
［データ８］07年度の採択数上位機関。この順位は多尐の変動はあるもののこの間一貫している。 
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［データ９］文科省審査及び推薦する科研費 JSPSのＨＰ 

特別推進研究：国際的に高い評価を得ている研究であって、格段に優れた研究成果をもたらす

可能性のある研究（期間３～５年、１課題５億円程度を目安とするが、制限は設けない。） 

特定領域研究：２１世紀の我が国の学術研究分野の水準向上・強化につながる研究領域、地球

規模での取り組みが必要な研究領域、社会的要請の特に強い研究領域を特定して機動的かつ効果

的に研究の推進を図る（期間３～６年、単年度当たりの目安１領域 ２千万円～６億円程度） 

学術創成研究費：科学研究費補助金等による研究のうち優れた研究分野に着目し、当該分野の

研究を推進する上で特に重要な研究課題を選定し、創造性豊かな学術研究の一層の推進を図る（期

間５年）（推薦制） 

 

４．外部資金の現状 

調査は 2004年春に国立大学財務・経営センターが実施。 

［データ１０］出典＝《Ｃ》第１章 

 
 

 
［データ１１］出典＝《Ｃ》第１章 

 
 

 

http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/18_sousei/index.html
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［データ１２］出典＝《Ｃ》第１章 

 
［データ１３］出典＝《Ｃ》第１章 

 
 

◎首都圏ネットが暴露した悪名高い大学分類表（文科省作成）に代わって登場したのが、データ

１０に示された分類であり、分類された大学群の特徴がデータ１１に示されている。 

 

◎まずデータ１２で注目しなければならないのは、旧７帝大を中心とする「研究中核」の外部資

金の平均値が 116 億円であり、それ以外の類型と比して一桁大きいことである。標準偏差が 103

億円と異常に大きいが．．．。 

 

◎ところが、データ１３で、「研究中核」は、外部資金中の政府資金が 80％と非常に高く、かつ

分散も小さいことが示されている。つまり、「研究中核」は民間資金の絶対額が大きい上に競争的

な外部資金の 80％を政府資金から調達していることである。これは 03 年度という法人化直前の

データであるが、現在この傾向はさらに強まっていると思われる。 

 

◎科研費等の競争的資金獲得を基礎として運営費交付金配分をおこなうことは、格差を内包した

基準でさらに格差を作るわけであるから、格差を冪の関係で拡大させることになる。 
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５．大学大再編・統廃合への方策整備 

 

◎《Ｃ》第５章に「トップ・スライス式」への批判的コメントがある。 

「トップ・スライス」とは、「大学へ配分された予算を学部等の部局に配分する前の段階で、一定

の金額もしくは比率を本部や共通部門に配分する経費として保留する方法」で現在一般におこな

われているもの。 

批判の要点は、 

・用役の負担関係を考慮しない資源配分 

・資源を費消する部門の責任があいまい。今後のセグメント別会計への障害？ 

・教育研究経費など部局へ配分される経費にしわ寄せ。 

正当な批判を含んでいると思われるが、大再編・統廃合の際に必然的に起こる大学本部解体への

事前対処というのはうがちすぎか？ 

 

６．対置すべき提案の基軸（試論） 

（１）上記の分析結果 

１）法人化を挟むこの間の大学財政の転換の本質は、個々の自立した教員群を基礎としたボトム

アップ型から、組織優先・ミッションオリエンテッドのトップダウン型への転換 

２） 大学間格差の急速な拡大とその固定化。 

３） 国立大学財政の縮減。 

「競争」は、上記の政策推進のための主要な戦術。しかも、それは真の競争でもない！管理され

強制された果てしなきラットレースである。 

 

（２）対置すべき提案 

従って、「運営費交付金の競争的配分反対」とか「運営費交付金の増額」いうスローガンだけでは

決定的に不十分である。根本的問題提起が必要。 

１）現状分析：尐なくとも《Ｂ》程度の分析は絶対必要。《Ｃ》《Ｄ》《Ｅ》は現状分析としては甚

だしく低レベル。 

２）この間の政策の分析と批判 

を前提に、ボトムアップを基礎とする大学財政の再構築が必要となる。スローガンは、 

・大学間格差の拡大と固定化による大学システムの崩壊を許すな 

・すべての大学が発展できるためのボトムアップ型大学財政を構築しよう 

 

（３）緊急共同行動スローガン 

・運営費交付金の競争的経費化反対 

・効率化係数・経営改善係数撤廃 

・人件費強制削減政策廃止 

 

 

運営費交付金についての最近の報道 

 

国立大交付金、「成果主義」配分を検討・財務省 『日本経済新聞』2007年 12月 31 日付 

 

財務省は文部科学省と国立大学向け補助金である運営費交付金の配分ルールを大幅に見直す方向で年

明け早々から調整に入る。大学間の競争を通じて学力向上を促す方法を探る。配分の大半を学生の定

員や教員数に委ねる現行方式を改め、「成果主義」を導入できるかどうかが焦点になる。 

 

24 日に決めた 2008 年度予算政府案では運営費交付金の計上額は 1 兆 1813 億円。今年度当初予算比で

1.9％減らした。この減尐分は退職者減に伴うコスト削減にすぎない。 
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資料３ 総合科学技術会議の研究費の大学間格差の資料(2007.11.28) 

 
 

 

上位 15 大学平均 

 

「地域の代表的な中期規模の

総合大学」平均均 ３．７百万

円 

 



 - 12 - 

資料４ 崎元熊本大学学長の国立大学改革シンポジウム（2007.5.15）での講演資料の一部 

 

 
        運営費交付金では人件費すらまかなえない大学がほとんど 

 

資料 5  2008 年度文教関係予算 （文教関係全体は国大協 HP の会員ページ） 

 
 

 運営費交付金は 230 億円強、率にして 1.9％強の削減となっており、6 月に閣議決定された『経済財

政改革の基本方針 2007』（注２）中の「基盤的経費の確実な措置」を、24 日の閣議で文科大臣を含め

ていとも簡単に葬ったのである。それだけではない。07 年度予算案において運営費交付金の削減率が

1％を上回る 1.4％になったことについて、文科省が学長に「今回かぎり」と説明したと伝えられてい

るが、これについても文科省は全く口をつぐんでいる。 

 

 このようになし崩し的な運営費交付金の削減が進む一方、規制改革会議は 12 月 25 日の第二次答申

の中で、「運営費交付金の配分に際しては、教育・研究それぞれの評価を適切に反映されるよう配分ル

ールを検討」することを「平成 19 年度内を目途に措置」とはっきりと表明している。同日の教育再生

会議の第三次報告においても、「次期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の配分について

は、各大学の厳格な評価に基づいた配分が不可欠である。一律的な配分は行うべきではない」と述べ、

第二次報告より一歩踏み込んだ表現をしている。もはや、運営費交付金の算出方式を標準外形的な指

標を基にしたものから、評価を基礎にした配分へと改変することが企図されていることは明白である。

我々は、1%を守らず 1.9%にしたから許せない、という水準からだけではなく、運営費交付金の性格

の質的転換という観点からも来年度予算とそれをとりまく状況を分析しなければならない。 
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国立大学運営費交付金の推移 ・・ 4 年で総額 600 億円減額 
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４．大学運営 （個別の事例は第二部） 
  

資料６ 教育再生会議の第三次報告の抜粋  学長選廃止と学部長人事の学長掌握 

 

（２）国立大学法人は、学部の壁を破り、学長リーダーシップによる徹底したマネジメント改革 

   を自ら進める 

○国立大学の学長選挙を廃止するなど学長選考会議による学長の選出、学長による学部長人事の 

 掌握、学部の壁を越えた効率的な教育指導体制の構築を各大学が進める 

 

 

資料７ 文部官僚の大学出向の実態 
 

国立大７割に天下り 文科省出身者 ６０校で６５人役員 共同通信配信記事 2007 年 10 月 8 日付 

 

全国の国立大学法人計８７校のうち７割の６０校に計６５人の文部科学省出身者が役員として在籍していること

が８日、分かった。事実上の「天下り」で、国立大学法人に移行する際に指摘された「理事や監事のポストが文

科省の新たな天下り先になる」との懸念が現実となっている。 

 

文科省が民主党文部科学部門会議の求めに応じ提出した資料で判明した。民主党は「税金のムダづかい一掃本部」

で「天下り」を追及する方針で、各部門会議を通じて一斉に各省庁に資料請求している。文科省の「天下り」に

ついても今国会で政府の姿勢を問う構えだ。 

 

資料は２００７年１０月１日現在で、内訳は理事が６０人、監事が３人、学長２人。東大、京大、阪大など旧七

帝大も含まれ、静岡大、長崎大など５校はそれぞれ２人の役員が在籍している。 

 

前職が文科省の官僚だったのが１３人。山形大には、選挙の形はとったものの事務次官が学長に就任。東大、京

大、筑波大には局長級の大臣官房審議官が直接、理事に就いた。 

 

文科省所管の独立行政法人や、他の国立大学法人から移る「渡り」も多く、福岡教育大から弘前大（青森）に、

島根大から山梨大に移るなど、全国をまたに掛けた「渡り」もある。 

 

政府は２００４年４月、運営の自主性を高めるため国立大学を、国の直轄から独立した国立大学法人に移行した

が、当時から自主性を担保するため「天下り」を認めないことが課題だった。資料には１０月１日に合併した大

阪大と大阪外語大に関しては合併前の状況が記載されている。 

 

５．大学の機能分化と再編統合の動き 
 

資料８ 学校教育法改正の動きの新聞報道 

『読売新聞』2007 年 11 月 11 日付 

 

大学間で学部共同設置を可能に、文科省が法改正へ 

 

文部科学省は複数の大学が共同で学部や大学院の研究科を設置することを可能にするため、来年の通

常国会に学校教育法改正案を提出する方針を固めた。 

 

早ければ２００９年度から申請を受け付け、１０年度からの入学を認める。尐子化時代の到来で地方

の小規模な国公立大や私立大が厳しい経営状況にある中、共同設置で費用負担を低く抑え、人材や施

設を共用する狙いがある。 

 

現在の学校教育法は「大学には、大学院を置くことができる」などと定めているが、複数の大学が共

同で設置することは認めていない。改正案では、同法に共同設置に関する新条項を設ける。 

 

複数の大学が共同で設置した学部や大学院の入学試験は、設置主体の大学が共同で実施し、学位も連

名で授与する。国公立大と私立大の組み合わせによる共同設置も可能にすることを検討している。 

 

（ただし，最近の報道では，法改正をせずに省令改正ですまそうという方針らしい） 
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資料９ 国大協主催の国立大学法人トップセミナーでの小坂憲次元文部科学相講演資料より

（2007.8.31） 

 
強制される機能分化は国立大学の発展につながるのか？ 

 

 
実行可能性を考えていくつかのスタイルを考えている．学生定員削減も視野にはいっている． 
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資料１０ 共同学部  再編の新たな仕組み  

関西・大阪医・大阪薬の３大学、共同学部を設置へ 朝日新聞 2008 年 01 月 09 日 
 関西大、大阪医科大、大阪薬科大は９日、３大学共同で、生命科学系の新学部を２０１０年４月にも大阪府高

槻市の大阪医科大のキャンパスに開設すると発表した。「共同学部」は、文部科学省が「各大学の資源を有効活用

するため」として、０８年度中にも省令改正して設置を可能にする予定。改正を見込んで計画を公表するのは全

国初という。 

 新学部の定員は１学年約２００人で、医学、工学、薬学を融合した「生命医科学部」「生命健康学部」などの名

称を検討。生命医科、生命薬科、生命情報科、医療経営、看護などの学科やコースを想定しているという。キャ

ンパス内に新校舎を建てる。３大学が教員や設備、費用を出し合い共同で運営する。 

 共同学部は、各大学にとっては、単独で学部を創設するより金銭的な負担が軽くすむ。また、生命科学系の学

部創設は、医・薬学部のない関西大にとっては新たな志願者層を期待でき、大阪医科大と大阪薬科大も他大学と

の差異化による競争力強化のメリットがある。 

 学生は３大学に重複して在籍し、卒業時に３大学連名の学位を得ることになる見込み。入学試験や学費をどう

するかといった具体的な運営方法は未定という。０９年５月までに文科省に認可申請する。 

 関西大の森本靖一郎理事長は記者会見で「単独で設置するのに比べ、より斬新な学際領域が生まれる。３大学

の強固な連携をアピールすることによる相乗効果も期待 

 

資料１１ 経団連会長の大九州大学構想（新聞記事） 

経団連会長が「大九州大学」を提唱  『朝日新聞』2006 年 8 月 14 日付 
 日本経団連の御手洗冨士夫会長が、全国の国立大学法人をブロック単位に統合・再編する私案を提唱している。

大分県出身の御手洗氏は特に、九州各県の国立大学法人を統合する「大九州大学」構想を主張する。 

 御手洗氏は１３日、大分市で開かれた会長就任祝賀会での講演でこの構想を披露。月刊誌「文芸春秋」８月号

への寄稿で触れた際に、法学部、経済学部を九州大、理工学部を熊本大、医学部を長崎大に集める案を示した。 

 １３日の講演で御手洗氏は「九州各県の国立大学法人をそれぞれの主要学部に特化し、世界に冠たる研究機関

として大九州大学に発展させれば、世界中から優秀な人材が集まり、新技術・新産業が育つ」と語った。 

 御手洗氏は、道州制の推進論者で、道州ごとに統合・再編された国立大学法人が、産学連携による地域発展の

中核になると期待し、東京と地方の格差是正にもつながるとみている。来年１月に発表する予定の「御手洗ビジ

ョン」に盛り込む可能性もある。 

 御手洗氏本人は中央大法学部を卒業している。 

 

７．それ以外の問題点 

  大枠としての新自由主義的な改革 

  労働政策 日経連「新時代の『日本的経営』」１９９５年５月 

    「長期蓄積能力活用型グループ」「高度専門能力活用型グループ」「雇用柔軟型グループ」 

  その中での矛盾の拡大 （ワーキング・プア） 

  科学技術基本計画   

  大学の問題 

   病院問題 「国立大学法人における附属病院の諸問題について（要望）」（2007.8.1） 

   大学内での多様な雇用形態 

   若手問題 （大学院重点化で増えた大学院生の就職難） 

   学生の高負担  

    政府財界の進めてきた労働力政策 

   『経済・産業構造の新たな展開に対応するための雇用・人材養成問題についての報告』 

(経団連１９８９年) 

   『これから求められる人材とその育成策』（経済同友会，1990年） 

 

６．基本文献などのリスト（URL) 

 国大協 HP の会員ページに関連情報がほぼ掲載 

 経済財政諮問会議民間議員による提言 (2007.2.27) 

 教育再生会議第二次報告・第三次報告次報告 (2007.6.1，2007.12.25) 

 経済財政改革の基本方針 2007」 (2007.6.19) 

 規制改革会議第二次答申 （2007.12.25） 

 国大協の要望書「平成２０年度国立大学関係予算の確保・充実について」 （2007.8.8）  


